
 

 

○
環
境
省
告
示
第
三
十
六
号 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
六
十
九
号

）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
令
附
則
第
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
主
務
大
臣
が
定
め
る
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
及
び
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
の
業
と
し
て
行
う

飼
養
等
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
五
年
政
令
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
五
年
四
月
十
七
日 

環
境
大
臣 

西
村 

明
宏 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
二
条
第
一
項
に
基
づ

き
主
務
大
臣
が
定
め
る
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
及
び
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
の
業
と
し
て
行
う
飼
養
等
の
方
法 

 

（
用
語
の
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る

添付資料５ 



 

 

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

施
行
令
及
び
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林

水
産
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
特
定
外
来
生
物
の
種
類
ご
と
の
飼
養
等
の
方
法
） 

第
二
条 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
二
条
第
一
項
に
基
づ

き
主
務
大
臣
が
定
め
る
業
と
し
て
行
う
飼
養
等
の
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
外
来
生
物
の
種
類
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 
T

ra
ch

e
m

y
s scrip

ta

（
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
） 

イ 

環
境
大
臣
が
所
掌
す
る
特
定
外
来
生
物
に
係
る
特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
件
（
平
成

十
七
年
五
月
環
境
省
告
示
第
四
十
二
号
）
第
二
条
第
八
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
飼
養
等
施
設
の
基
準
の
細
目

を
満
た
す
特
定
飼
養
等
施
設
で
飼
養
等
を
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
条
第
八
号
中
「
申
請
者
」
と
あ
る
の
は

「
飼
養
等
を
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



 

 

ロ 

飼
養
等
の
状
況
の
確
認
及
び
特
定
飼
養
等
施
設
の
点
検
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。 

ハ 

イ
の
特
定
飼
養
等
施
設
の
外
で
飼
養
等
を
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
一
時
的
に
、
複
数
の
取
扱
者
の
立
会
い

の
下
、
十
分
な
強
度
を
有
す
る
網
に
入
れ
る
、
人
が
特
定
外
来
生
物
を
直
接
保
持
す
る
等
の
適
切
な
逸
出
防
止

措
置
を
講
じ
て
飼
養
等
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 
P

ro
ca

m
b

a
ru

s cla
rk

ii

（
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
） 

前
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
号
イ
中
「
第
二
条
第
八
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
第

二
十
五
号
イ
」
と
、
「
同
条
第
八
号
中
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
十
五
号
中
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 


